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○宮崎県収入証紙売りさばき人の変更の届出…………（会計課）４
　　　公　　　告
○軽油引取税に係る免税証の無効公告…………………（税務課）４
○保安林の皆伐面積の限度…………………………（自然環境課）４
○大規模小売店舗の新設に関する届出……………（商工政策課）５
○公共測量の実施の通知…………………………………（管理課）５
　　　人事委員会規則
○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の
　一部を改正する規則…………………………………………………５
　　　教員委員会公告
○令和２年度宮崎県立図書館システム更新業務に
　係る企画提案競技……………………………………………………６
　　　公安委員会公告
○警備員指導教育責任者講習の実施について………………………７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法
　律の特定事業主等を定める規則の一部を改正す
　る規則……………………………………………………（人事課）１
○宮崎県における事務処理の特例に関する条例施
　行規則の一部を改正する規則………………………（市町村課）１
　　　告　　　示
○民有林の保安林の指定予定………………………（自然環境課）２
○民有林の保安林の指定（４件）…………………（　　〃　　）２
○廃川敷地等の公示………………………………………（河川課）３
○建築基準法に基づく道路の位置の指定（２件）…（建築住宅課）３

規　　　　　則

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第35号
　　　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の一部を改正する規則
　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則（平成28年宮崎県規則第15号）の一部を次のように改正す
る。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県における事務処理の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第36号
　　　宮崎県における事務処理の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県における事務処理の特例に関する条例施行規則（平成12年宮崎県規則第30号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成27
年政令第 318号）第１条第２項の規定に基づき、女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）第15条第１
項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの
は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる
職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成27
年政令第 318号）第１条第２項の規定により、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）第19条第１項
の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは
、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職
員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
　［略］　［略］
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改正前 改正後
第７条　次の表の左欄に掲げる規則は、それぞれ同表の右欄に掲げ
　るとおりとする。

第７条　次の表の左欄に掲げる規則は、それぞれ同表の右欄に掲げ
　るとおりとする。

　［略］
２　条例別表の14の10の項に規
　定する規則で別に規則で定め
　るもの

　［略］

　［略］
４　条例別表の22の項に規定す
　る規則で別に規則で定めるも
　の

　［略］

５　条例別表の22の３の項に規
　定する規則で別に規則で定め
　るもの
６　条例別表の22の４の項に規
　定する規則で別に規則で定め
　るもの
７　条例別表の27の項に規定す
　る規則で別に規則で定めるも
　の
８　条例別表の31の項に規定す
　る規則で別に規則で定めるも
　の
９　条例別表の36の項に規定す
　る規則で別に規則で定めるも
　の

　［略］
２　条例別表の14の９の項に規
　定する規則で別に規則で定め
　るもの

　［略］

　［略］
４　条例別表の21の項に規定す
　る規則で別に規則で定めるも
　の

　［略］

５　条例別表の21の３の項に規
　定する規則で別に規則で定め
　るもの
６　条例別表の21の４の項に規
　定する規則で別に規則で定め
　るもの
７　条例別表の26の項に規定す
　る規則で別に規則で定めるも
　の
８　条例別表の30の項に規定す
　る規則で別に規則で定めるも
　の
９　条例別表の35の項に規定す
　る規則で別に規則で定めるも
　の

　　　附　則
　この規則は、令和２年６月21日から施行する。ただし、第７条の表２の項の改正規定は、公布の日から施行する。

告　　　　　示

宮崎県告示第 432号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　民有林の保安林予定森林の所在場所　東臼杵郡諸塚村大字家代
　字平山3202－１・3207（以上２筆について次の図に示す部分に限
　る。）
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
　に諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎県告示第 433号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡椎葉村大字大河内字川ノ
　口1381－57（次の図に示す部分に限る。）
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
　に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 434号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　令和２年６月１日
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　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡美郷町西郷田代字扇山57
　70－１
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字扇山5770－１（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
　に美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 435号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　民有林の保安林の所在場所　日南市大字宮浦字通山2275－13
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字通山2275－13（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び
　に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 436号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字市ノ
　川内3443－３（次の図に示す部分に限る。）、3443－４、3443－
　９
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字市ノ川内3443－３・3443－４・3443－９（以上３筆につ

　　　いて次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
　に諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 437号
　河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（
昭和40年政令第14号）第49条の規定により、次のとおり公示する。
　なお、関係図面は、宮崎県県土整備部河川課及び日向土木事務所
において一般の縦覧に供する。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　河川の名称　
　　二級河川塩見川水系富高川
２　廃川敷地等が生じた年月日
　　令和２年６月１日
３　廃川敷地等の位置
　⑴　日向市大字富高字豆田1026番２
　⑵　日向市大字富高字豆田1026番３の一部
　⑶　日向市大字富高字豆田1027番４
　⑷　日向市大字富高字豆田1027番５
４　廃川敷地等の種類及び数量
　⑴　土地　 76.53㎡
　⑵　土地　136.42㎡
　⑶　土地　 38.02㎡
　⑷　土地　 78.16㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 438号
　建築基準法（昭和25年法律第 201号）第42条第１項第５号の規定
により、次のとおり道路の位置を指定した。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

指定
番号

申請者
氏　名

位　　　　置
道路の概要
�メートル�

指　定
年月日

幅員 延長

�日南�
2020－
１

合同会社
かとう宅
建事務所
代表加藤
徹

日南市吾田西３丁
目4257番５、4275
番９地先里道の一
部

4.00
、
5.00

109.70 令和２
年５月
18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 439号
　建築基準法（昭和25年法律第 201号）第42条第１項第５号の規定
により、次のとおり道路の位置を指定した。
　　令和２年６月１日
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　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

指定
番号

申請者
氏　名

位　　　　置
道路の概要
�メートル�

指　定
年月日

幅員 延長

�日南�
2020－
２

蛯原昭次 日南市南郷町中村
字獺越乙5886－９
、乙5886－10

4.50  33.28 令和２
年５月
19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 440号
　宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第11
条第５項の規定により、収入証紙売りさばき人から次のとおり変更
の届出があった。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

変　　更　　前 変　　更　　後 変 更

年 月 日
売りさばき
人の氏名

売りさばき
をする場所

売りさばき
人の氏名

売りさばき
をする場所

日南市長 日南市北郷
町郷之原乙
2010番地
北郷町地域
振興センタ
ー内

日南市南郷
町中村乙70
51番地25
南郷町地域
振興センタ
ー内

日南市長 日南市北郷
町郷之原乙
2010番地１
北郷町地域
振興センタ
ー内

日南市南郷
町中村乙70
51番地25
南郷町地域
振興センタ
ー内

平成31年
４月１日

　宮崎県税条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第３号）第76条第１
項の規定により次の軽油引取税に係る免税証を紛失した旨の届出が
あったので、当該免税証は無効とする。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　免税証の種類
　　 200ℓ券１枚
２　用途
　　林業等
３　記号及び番号
　　 200ℓ券Ｈ 5905520
４　有効期間
　　令和２年１月20日から令和２年７月19日まで
５　免税証に記載した販売店の名称
　　有限会社　山下商事給油所
６　紛失年月日
　　令和２年５月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　保安林の令和２年度における皆伐による立木の伐採につき、森林…
法（昭和26年法律第 249号）第34条第１項の許可をすべき皆伐面積…
の限度を次のように定める。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

公　　　　　告

同一の単位とされる保安林等 皆伐面積の許容限度
�単位：ヘクタール�単位区域名 保安林の種類

北川
北川
北川
五ヶ瀬川
五ヶ瀬川
五ヶ瀬川
五ヶ瀬川
五十鈴川
五十鈴川
五十鈴川
五十鈴川
耳川
耳川
耳川
小丸川上流
小丸川上流
一ッ瀬川
一ッ瀬川
一ッ瀬川
一ッ瀬川
小丸川下流
小丸川下流
小丸川下流
小丸川下流
川内川上流
川内川上流
川内川上流
川内川上流
大淀川本流
大淀川本流
大淀川本流
大淀川本流
大淀川本流
大淀川本流
本庄川
本庄川
本庄川
本庄川
本庄川
大淀川中流
大淀川中流

水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
防風保安林
干害防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
土砂崩壊防備保安林
防風保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
防風保安林
干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林

579.37
94.11
1.59

2,064.85
148.60
14.34
5.62

1,061.61
23.16
16.46
0.22

1,774.44
118.88
42.02
198.99
19.66

2,578.12
112.62
4.30
3.58
863.93
26.25
2.66
6.74
632.41
68.85
0.46
20.00

1,287.42
162.58
0.04
0.68
14.13
5.44

1,637.18
12.22
0.12
0.36
7.32

1,164.35
53.78

大淀川中流
広渡川
広渡川

干害防備保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林

0.70
890.03
142.82
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広渡川
広渡川
福島川
福島川
福島川

干害防備保安林
保健保安林
水源かん養保安林
土砂流出防備保安林
干害防備保安林

1.68
0.28
323.35
15.60
3.88

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規
定により、大規模小売店舗の新設に関する届出があったので、届出
書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日
から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　（仮称）ドラッグコスモス南郷店
　　日南市南郷町東町８－１　外
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法
　人にあっては代表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品　代表取締役　横山英昭
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号第一福岡ビルＳ館
　４階
３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及
　び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品　代表取締役　横山英昭
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号第一福岡ビルＳ館
　４階
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和３年１月22日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　1,463.02㎡
６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
　⑴　駐車場の位置及び収容台数
　　　建物北側　36台
　⑵　駐輪場の位置及び収容台数
　　　建物北側　10台
　⑶　荷さばき施設の位置及び面積
　　　建物北西側　27.0㎡
　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量
　　　建物内西側　 9.0㎥
７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店
　　時刻　
　　　開店時刻　午前９時　　閉店時刻　午後10時
　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　午前８時30分から午後10時30分まで
　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置
　　　２箇所　敷地北西側及び北東側
　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　午前６時から午後10時まで
８　届出年月日
　　令和２年５月21日
９　届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　令和２年６月１日から令和２年10月１日まで
10　意見書の提出先及び期間
　⑴　提出先
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課
　⑵　期間
　　　令和２年６月１日から令和２年10月１日まで
11　意見書の記載事項
　　意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地
　域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも
　に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
　店舗の名称を日本語により記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第
14条第１項の規定により、公共測量の実施について、都城市長から
次のとおり通知があった。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　作業の種類
　　公共測量（デジタルカラー撮影、地図情報レベル1000）
２　作業地域
　　都城市全域
３　作業期間
　　令和２年４月24日から令和３年３月31日まで

人事委員会規則

　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県人事委員会委員長　濵　砂　公　一
宮崎県人事委員会規則第16号
　　　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（平成14年宮崎県人事委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
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　区分 団体の名称
　［略］
条例第２条第
１項第３号に
該当する団体

　［略］
公益財団法人宮崎県体育協会
　［略］

　区分 団体の名称
　［略］
条例第２条第
１項第３号に
該当する団体

　［略］
公益財団法人宮崎県スポーツ協会
　［略］

　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

　令和２年度宮崎県立図書館システム更新業務に係る企画提案競技
を次のとおり実施する。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　　　　宮崎県立図書館長　中　原　光　晴
１　企画提案競技に付する事項
　⑴　業務件名　令和２年度宮崎県立図書館システム更新業務
　⑵　業務の特質等　令和２年度宮崎県立図書館システム更新業務
　　仕様書による。
　⑶　契約期間　契約締結の日から令和８年２月28日まで
２　契約に係る特約事項
　⑴　この企画提案競技に係る契約（以下「本件契約」という。）
　　は長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平
　　成17年宮崎県条例第81号）第２条第１項第１号、第４号、第５
　　号及び第６号の規定による契約であり、県は、上記１の⑶の契
　　約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
　　本件契約を解除するものとする。
　　ア　本件契約の相手方が本件契約に違反した場合
　　イ　本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件
　　　契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合
　　ウ　本件契約の相手方が各業務の実施期間内に業務を完了する
　　　見込みがないと認められる場合
　　エ　本件契約の相手方が暴力団員による不当な行為の防止等に
　　　関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する
　　　暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第６号に規定する
　　　暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは
　　　暴力団員と密接な関係を有する者であると認められる場合
　　オ　本件契約の相手方の役員等（役員又は支社、支店若しくは
　　　営業所の代表者をいう。）が、暴力団員又は暴力団若しくは
　　　暴力団員と密接な関係を有する者であると認められる場合
　⑵　県は、⑴の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損
　　害については、その賠償の責めを負わないものとする。
３　企画提案競技に参加する者に必要な資格
　　本企画提案競技に参加する者は、以下に掲げる要件の全てを満
　たしている者とする。
　⑴　物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準
　　等に関する要綱（昭和46年宮崎県告示第93号）に基づき競争入
　　札参加資格者名簿に登載されている者で、業種がサービス業（
　　役務の提供）に関する業種である者
　⑵　会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定による更
　　生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）
　　第21条の規定による再生手続開始の申立ての事実がある者にあ
　　っては、当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続
　　開始の決定を受けていること。

　⑶　令和２年度宮崎県立図書館システム更新業務企画提案競技参
　　加資格審査申請書を提出した日から契約締結候補者を選定する
　　までの間に、宮崎県から指名停止の措置を受けていないこと。
　⑷　過去５年以内に、宮崎県立図書館システム（資料数約80万冊
　　）と同規模以上の図書館システム構築に係る開発実績を複数有
　　している者であること。
４　契約条項を示す場所及び期間
　⑴　場所　宮崎県立図書館総務・企画課企画担当
　⑵　期間　令和２年６月１日（月）から令和２年６月30日（火）
　　まで（土曜日及び日曜日を除く。午前９時から午後５時まで）
５　令和２年度宮崎県立図書館システム更新業務企画提案競技実施
　要領（以下「実施要領」という。）等の配付場所及び配付期間
　⑴　場所　宮崎県立図書館総務・企画課企画担当
　⑵　期間　令和２年６月１日（月）から令和２年６月30日（火）
　　まで（土曜日及び日曜日を除く。午前９時から午後５時まで）
６　企画提案競技事前説明会の場所及び日時
　⑴　場所　宮崎県立図書館２階研修室
　⑵　日時　令和２年６月16日（火）又は６月17日（水）
　　　　　　午後１時30分から
７　参加資格審査申請書の提出場所、提出期限及び提出方法
　　企画提案競技への参加を希望する者は、次により令和２年度宮
　崎県立図書館システム更新業務企画提案競技参加資格審査申請書
　を提出すること。
　⑴　提出場所　宮崎県立図書館総務・企画課企画担当
　⑵　提出期限　令和２年６月30日（火）午後５時必着
　⑶　提出方法　持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ
　　れと同等の手段により提出すること。）
８　参加資格の喪失
　　最優秀提案者の選定までに３の要件を満たさなくなった場合又
　は提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、参加資格
　を失うものとする。
９　企画提案書等の提出場所、提出期限及び提出方法
　⑴　提出場所　宮崎県立図書館総務・企画課企画担当
　⑵　提出期限　令和２年７月29日（水）午後５時必着
　⑶　提出方法　持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ
　　れと同等の手段により提出すること。）
10　受託候補者の選定方法
　　資格審査の上、企画提案書等の書類及びプレゼンテーションを
　もとに、別に設置する選定委員会を経て受託候補者を選定するも
　のとする。
11　企画提案競技に関する契約を担当する部局
　　宮崎県立図書館総務・企画課企画担当（宮崎県立図書館２階）
　　〒 880－0031
　　宮崎市船塚３丁目 210番地１
　　電話　0985（29）2911
　　E-mail　toshokan@pref.miyazaki.lg.jp
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12　企画提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨　
　　日本語及び日本国通貨
13　その他
　⑴　この企画提案競技による調達は、世界貿易機構（ＷＴＯ）に
　　基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。
　⑵　特定調達に係る苦情処理の関係において、宮崎県政府調達苦
　　情検討委員会は、調達手続の停止等を要請する場合がある。こ
　　の場合、調達手続の停止等があり得る。
　⑶　企画提案書の作成、提出等に関し必要な費用は、企画提案競
　　技に参加する者の負担とする。
　⑷　その他この企画提案競技に関する詳細は、実施要領による。
14　Summary
　⑴　Nature…and…Quantity…of…Goods…and/or…Services…Required:…
　　Renewal…of…the…Integrated…Library…System…at…the…Miyazaki…
　　Prefectural…Library…in…the…2020/21…Financial…year
　⑵　Deadline…for…Submission…of…Proposals:…17:00,…Wednesday,…
　　July…29th,…2020
　⑶　Contact…Point…for…Enquiries…and…Submission…of…Proposals:
　　…Planning…Section,…General…Affairs…and…Planning…Division,…
　　Miyazaki…Prefectural…Library…(2nd…Floor,…Miyazaki…Prefect-
　　ural…Library…Building)
　　　…3…-…210…-…1…Funatsuka,…Miyazaki…City…880-0031…Japan
　　　Tel:…0985-29-2911

　⑶　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分
　　に係るものに限る。）に係る合格証明書の交付を受けている警
　　備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して１
　　年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
　⑷　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に
　　関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検
　　定規則」という。）第１条第２項に規定する１級の検定（当該
　　警備業務の区分に係るものに限る。）に合格した者
　⑸　旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（当該警備業
　　務の区分に係るものに限る。）に合格した警備員であって、当
　　該検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務に従事し
　　ている者
３　講習の場所
　　宮崎市学園木花台西２丁目４番地３
　　宮崎県技能検定センター
　　電話0985－58－1570
４　受講申込書の提出方法等
　⑴　提出先
　　　受講申込者の住所地を管轄する警察署とする。ただし、受講
　　申込者が警備員である場合は、その属する営業所の所在地を管
　　轄する警察署でも受理する。
　⑵　提出日時

宮崎県公安委員会公告第８号
　警備業法（昭和47年法律第 117号。以下「法」という。）第22条
第２項に規定する警備員指導教育責任者講習を次のとおり実施する
。
　　令和２年６月１日
　　　　　　　　　　宮崎県公安委員会委員長　藤　田　紀　子
１　講習の種類、警備業務の区分、実施日及び定員

２　講習の対象者
　　講習の対象者は、法第22条第２項に規定する警備員指導教育責
　任者資格者証（以下「資格者証」という。）又は警備員指導教育
　責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和
　58年国家公安委員会規則第２号）第７条に規定する警備員指導教
　育責任者講習修了証明書（以下「講習修了証明書」という。）を
　有しない者で、かつ、受講申込みを行う日において、次のいずれ
　かに該当する者とする。
　⑴　最近５年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した
　　期間が通算して３年以上である者
　⑵　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規
　　則第20号。以下「検定規則」という。）第４条に規定する１級
　　の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る。）に係る法第
　　23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交
　　付を受けている者
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種　類 警備業務の区分 講 習 の 実 施 日 定員
新規取得講
習

２号警備業務 令和２年７月31日（金）
から同年８月７日（金）
まで（土曜日及び日曜日
を除く。）

30人

警備業務の区分 提　出　日　時
２号警備業務 令和２年６月22日（月）から７月３日（金）

まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９
時から午後５時まで

　⑶　提出方法
　　　提出は、申込者本人によることを原則とするが、申込者が警
　　備員であって、その属する営業所の従業員に委任状を託しての
　　代理申込については認める。郵送による申込は認めない。
　⑷　提出書類等
　　ア　受講申込書（受講申込者の写真（申請前６月以内に撮影し
　　　た縦 3.0センチメートル、横 2.4センチメートルの大きさの
　　　正面、無帽、上三分身像、無背景のもの）を貼り付けたもの
　　　）
　　イ　２に掲げる要件に該当することを証明する次の書面
　　　�ｱ�　２の⑴に該当する者
　　　　　当該警備業務の区分に係る警備業務従事証明書及び履歴
　　　　書
　　　�ｲ�　２の⑵に該当する者
　　　　　検定規則第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の
　　　　区分に係るものに限る。）に係る合格証明書の写し
　　　�ｳ�　２の⑶に該当する者
　　　　　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の
　　　　区分に係るものに限る。）に係る合格証明書の写し及び警
　　　　備業務従事証明書
　　　�ｴ�　２の⑷に該当する者
　　　　　旧検定規則第１条第２項に規定する１級の検定（当該警
　　　　備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証の写し
　　　�ｵ�　２の⑸に該当する者
　　　　　旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（当該警
　　　　備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証の写し及
　　　　び警備業務従事証明書
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５　手数料
　　受講申込時、次表の手数料に相当する額の宮崎県収入証紙によ
　り納入すること。

種　類 警備業務の区分 手数料
新規取得講習 ２号警備業務 38,000円

　　納入された手数料は、受講辞退その他いかなる場合にも返還し
　ない。
６　その他
　⑴　この講習の実施に際して収集する個人情報は、この講習に関
　　する目的以外には使用しない。
　⑵　公示後、社会情勢の変化により、講習実施の見合わせ等の措
　　置を講ずる必要が生じた場合には、速やかに県警ホームページ
　　に掲載する。
　⑶　本件に関する問合せは、宮崎県警察本部生活安全部生活環境
　　課警備業係（代表電話0985－31－0110）に行うこと。
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